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建築請負契約の下請人の報酬債権のための留置権の効力

事実の概要

　株式会社Ａは、株式会社Ｃから建物所有の目的
でＣ所有の本件土地を賃借し、本件土地上に有料
老人ホームとして使用するための建物の建築工事
を株式会社Ｂに請け負わせる契約（以下「第 1請
負契約」という。）を結んだ。この工事については、
Ｂの注文により株式会社Ｇが下請をする契約（以
下「第 2請負契約」という。）、Ｇの注文により株
式会社Ｆが下請をする契約（以下「第 3請負契約」
という。）、Ｆの注文により株式会社Ｄが下請をす
る契約（以下「第 4請負契約」という。）が順次さ
れた。第 1ないし第 4請負契約に添付された民
間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の 33 条（1）
には、「この契約を解除したときは、発注者が工
事の出来形部分……を引きうけるものとして、発
注者、受注者および監理者が協議して清算する。」
との規定（以下「出来形条項」という。）があった。
Ｄは、さらに株式会社Ｅに工事の下請をさせるこ
とにした。その後、Ｄが建築工事に着手したが、
鉄骨基礎工事がされた段階で工事は頓挫した。
　Ａは、本件土地を占有しているＤらに対し、Ａ
の不動産賃借権に基づく妨害排除請求権またはＣ
の所有権に基づく返還請求権の代位行使として、
本件土地の明渡しを求めるとともに、不法行為に
基づく損害の賠償金等の支払を求めた（Ａ事件）。

　Ｆから建物の建築工事を請け負ったＤは、Ｆに
対し、請負代金の未払額及び遅延損害金の支払を
請求した（Ｂ事件）。また、Ｄは、Ｇが振り出し
た約束手形の裏書譲渡をＦから受けていたため、
Ｇが無資力であり、ＧがＢに対して有する請負代
金債権のうち被保全債権の範囲でこれを代位行使
するとして、Ｂに対し、請負代金及び遅延損害金
の支払を求めた（Ｃ事件）。
　Ｃは、Ａ事件について独立当事者参加を申し立
て、本件土地を占有しているＤらに対し、所有権
に基づく返還請求権として本件土地の明渡し及び
賃料相当損害金又は不当利得金の支払を求めた
（Ｄ事件）。また、Ｃは、本件土地上に基礎、鉄骨
等を残置し、本件土地の地上及び地中に廃棄物を
廃棄したとして、Ｄに対し、不法行為に基づく
損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた（Ｅ事
件）。
　Ｄは、ＡＣの土地明渡請求に対して、Ｆに対す
る報酬債権を根拠に留置権を主張した。

判決の要旨

　一部認容、一部棄却、一部却下。
　１　Ａの請求とＣの請求との関係
　まず、Ａの本件土地の明渡請求に対するＣの独
立当事者参加（民事訴訟法 47 条 1 項後段）の申立
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てに関し、Ａが代位行使する権利、Ｃが主張する
権利は、ともにＣの所有権に基づく返還請求権で
あり、これらは非両立の関係にはないとして当該
参加を認めなかったものの、Ａの訴えの判決の効
力がＣにも及ぶことから、Ｃの申立てを共同訴訟
参加（民事訴訟法 52 条 1 項）として容認した。他
方で、所有者であるＣが返還請求権を行使してい
る以上、Ａの債権者代位権による訴えは当事者適
格を失うものとして、これを却下した。また、Ａ
の賃借権に基づく妨害排除請求は、賃借権が対抗
要件を備えていない以上、認められないとした。

　２　Ｄの留置権の抗弁の成否
　以下の理由から、ＤのＦに対する報酬債権を根
拠とする留置権の抗弁（民法 295条 1項）を否定し、
Ｃによる本件土地の明渡請求を認容した。
　「本件第 1ないし第 4請負契約の全てに本件出
来形条項が規定されているからすると、出来形で
ある本件鉄骨基礎は、本件第 1ないし第 4請負
契約が解除され……、あるいは、社会通念上履行
不能となった時点で、その所有権が第一次的な注
文者であって既に請負人であるＢに代金を支払っ
ているＡ……に移転し、請負人は出来高に応じた
請負代金を自らの契約相手である注文者に請求で
きるにすぎなくなると解される（最高裁判所平成
元年（オ）第 274 号平成 5 年 10 月 19 日第三小
法廷判決・民集 47 巻 8 号 5061 頁参照）。なお、
本件鉄骨基礎は独立の不動産ではなく動産にとど
まるが、建物と同様に土地に付合することはない
と解される。」
　「ＤはＦに対して請負代金債権を有している。
そして、当該請負代金債権は、本件建物を建築す
るために施工された本件土地の土工事、基礎工事
及び鉄骨工事に係る請負工事代金債権であるか
ら、本件建物の完成途中である出来高部分として
の本件鉄骨基礎というＡ所有の物に関して生じた
債権であるといえる。」
　「留置権は、占有物件をそれに関して生じた債
権の弁済を受けるまで当該物件の返還を拒絶する
ことによって、その債権の効力を強めて当事者間
の公平を図る担保物権である。そして、土地上に
存在する建物全体に関する被担保債権を有し、建
物を留置できる場合に、留置の物的範囲が当該建
物に限定され、当該建物の敷地に及ばないとする
と、被担保債権者は敷地を留置できず、結局、建

物の留置もできないこととなってしまうが、この
ような事態は、民法が留置権を担保物権として法
定し、当事者間の公平を図る趣旨に反する結果で
あるといわざるを得ない。そうであるとすると、
留置権の効力は目的物の留置に必要不可欠な他の
物にも及ぶと解すべきであり、土地上に存在する
建物に生じる留置権の効力は、建物の留置に必要
な限りでその敷地の留置も認められると解すべき
である。」
　「本件鉄骨基礎は本件土地の定着物であり、工
事の工程が進み、屋根及び周囲に壁が設置されれ
ば建物となるのであるから、本件鉄骨基礎の留置
については、建物と同じ範囲の留置権を認めるこ
とが可能であり、当該基礎の底地部分も併せて留
置することが不可欠であるといえる。」
　「なお、本件鉄骨基礎を所有するＡは、その敷
地である本件土地をＣから賃借しているため、こ
れらの所有者は異なるが、Ａが本件土地について
占有権原を有している以上、Ｄが本件土地につい
ても上記範囲で留置することによって、被担保債
権の履行を間接的に強制できる関係が成立してい
るということができる。」
　「留置権は担保物権であって、債権者以外の第
三者に対しても主張できるのが原則であり、本件
のように、建物新築工事について、注文者・元
請、元請・下請と順次請負契約が締結された場合
に、注文者が元請に代金を支払っていないために
元請が下請に代金の支払ができないときには、元
請がその請負代金債権を被担保債権として請負契
約の目的物である建物及びその敷地を留置するこ
とができるのと同様に、下請もこれらを留置する
ことで注文者に対して代金支払を間接的に強制す
ることが許されるが、注文者が元請に代金を支払
済みであるにもかかわらず元請が下請に代金を支
払っていないときには、元請が注文者に留置権を
行使できない以上、注文者との関係で元請の履行
補助者的立場にある下請も同様に留置権を行使す
ることができないと解すべきである。仮に後者の
場合に下請に留置権を認めた場合、注文者が元請
と下請に二重に代金を支払うことを間接的に強制
され、元請の無資力のリスクを注文者が負担する
ことになってしまうことになるが、このように下
請の債権を注文者の犠牲の下で保護することは、
当事者の公平を図るという留置権の上記趣旨を超
えるものである。」
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判例の解説

　一　はじめに
　本件では様々な請求が審理されているが、ここ
ではＡＣによる土地の明渡請求とこれに対するＤ
の留置権の抗弁に焦点を当てて解説をすることと
する。Ａの債権者代位権による請求は却下されて
いるので、まず、Ｃの請求に対する留置権の成否
について検討し、さらに、ＡＣそれぞれの請求の
相互関係について言及することにしたい。この点
に関する本判決の結論には基本的に賛同するが、
その法律構成には問題点が多い。

　二　下請の報酬債権を被担保債権とする
　　　留置権の効力
　１　本判決の基本的立場
　Ｃの土地所有権に基づく返還請求に関連して、
まず、土地に残存する鉄骨基礎の所有権の法的帰
趨が問われる。この点に関して、本判決は、各請
負契約における出来形条項に照らして、たとえＦ
がＤに対する報酬債務を弁済していないとして
も、敷地に附合しない鉄骨基礎の所有権は注文者
Ａに帰属するものと判断した。その結果、Ｄらは、
Ａの所有する鉄骨基礎とともにＣの所有する土地
を占有することになる。したがって、仮にＡが所
有権に基づいてＤに対し鉄骨基礎の引渡しを請求
するならば、一般論としては、ＤはＦに対する報
酬債権のために留置権を行使してこれを拒絶する
ことができるであろう。報酬債権と鉄骨基礎との
間には牽連性があり、本来、Ｄは物権としての留
置権の効力をＡにも対抗しうるからである。
　しかし、鉄骨基礎が土地とは別個の動産である
ならば、Ｄの報酬債権と土地との間に牽連性があ
るとはいい難い。それゆえ、Ｃの所有権に基づく
土地の引渡請求に対して、Ｄが報酬債権のために
端的に土地にも留置権を有することにはならな
い。これに対し、本判決は、土地に敷設した状態
での鉄骨基礎の留置のためには土地の占有が必要
となる点にかんがみ、鉄骨基礎の留置権の効力と
して土地も占有しうるという立場をとった。これ
は、建物が完成した場合の建物上の留置権の行使
のためには土地の占有が不可欠である点との権衡
による。本判決の背景には、借地上の建物の譲受
人によって建物の買取請求権（借地借家法 14 条参
照）が行使された場合に、土地賃貸人の建物の引

渡請求に対して売買代金債権を根拠に同時履行の
抗弁権又は留置権を行使しうる買取請求権者は、
その反射的効力として敷地をも占有しうる、とし
た大審院の先例があると思われる（大判昭 11・5・
26 民集 15 巻 998 頁、大判昭 14・8・24 民集 18 巻
877 頁）。

　２　本判決の問題点
　しかし、完成建物と単なる鉄骨基礎との財産的
価値の差を考慮すると、はたして鉄骨基礎の報酬
債権のために土地の留置まで容認すべきかには疑
問がある。この点を措くとしても、建物買取請求
権の判例は、建物の売買契約の買主である土地所
有者に対する関係で、建物に留置権等を有する売
主に土地の占有を容認したにすぎない。これに対
し、本件のＤは、ＦＤ間の請負契約の当事者では
ない第三者Ｃに対し敷地につき留置権の効力を主
張することになる。確かに、建物の売買契約の当
事者間においては、代金債権のための建物上の留
置権を実効的なものとするために、売主には敷地
の占有権原も容認するのが公平に合致するといえ
る。しかし、敷地の所有権が第三者に属する場合
をこれと同列に論じることはできない。これを認
めることは、第三者に不測の損失を被らせる恐れ
があるからである。それゆえ、本判決が、鉄骨基
礎上の留置権の効力が一般に敷地にも及ぶとして
いることには大きな疑問がある。
　もっとも、本件の注文者Ａは、建物所有のため
の土地の賃借権を有しており、これを基礎として、
建物建築のための敷地の占有を請負人に容認して
いる点にかんがみれば、Ｄの有する鉄骨基礎上の
留置権の効力はＡの敷地賃借権に及び、ＤはＡの
賃借権を援用することによってＣの引渡請求を拒
絶しうる、と解する余地はある。しかし、Ａがそ
の賃借権を基礎にして土地の占有を容認した相手
は元請の当事者Ｂであり、下請のＤではない。そ
れゆえ、Ｄの留置権の効力がＡの賃借権にも及ぶ
と解することはできない。
　したがって、Ｄの主張する留置権をもって、Ｃ
の土地所有権に基づく明渡請求を拒絶することは
できないと解すべきである。ところが、本判決は、
鉄骨基礎上の留置権の効力が一般に敷地にも及ぶ
としてしまっているがゆえに、逆に結論としてＤ
の留置権の抗弁を否定するための複雑な法律構成
をとらざるをえなくなっている。
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　すなわち、本判決も土地の返還請求権を賃借人
Ａには認めず、所有者Ｃに認めている以上、ここ
で問題となる留置権の効力はＣの返還請求権に対
峙すべきものである。ところが、本判決は、留置
権の行使によりＤＡ間に履行を間接的に強制する
関係が成立するという命題を提示しており、これ
は留置権の効力がＡとの間で問題になるとするも
のである。しかし、この捉え方は明らかにおかし
い。おそらく、本判決がこのような捉え方をした
のは、Ｄの留置権の抗弁を結論として否定する次
の論法を導くためなのであろう。それは、注文者
Ａが請負代金の債務を弁済しているにもかかわら
ず、下請Ｄがその代金債権をもって留置権を行使
しうるとすることは、元請に従属する履行補助者
的立場にある下請が元請の無資力のリスクを注文
者に負わせることになる、という説明である。こ
れは、元請の約定に下請も従属し、出来形部分
の所有権は注文者に帰するとした最三小判平 5・
10・19（民集 47 巻 8 号 5061 頁）の考え方を受け
たものであり、元請が注文者に対して留置権を行
使しえない関係にあるならば、下請もこれに従う
べきとする価値判断を示している。この論法に
よって留置権の効力を否定するためには、Ｄの留
置権の効力をＡとの関係で問題にせざるをえな
い。
　しかし、そもそも留置権の効力が問われるべき
相手方は、物権的返還請求権を行使しうるＣのは
ずであり、Ｃとの関係で土地に留置権の効力が認
められないとすれば、本判決のような構成は迂遠
なものでしかない。また、本判決の構成によって
留置権を否定するならば、Ｄは鉄骨基礎自体に留
置権を有しないことになるから、留置権の土地に
対する効力を論ずる必要もないはずである。

　三　Ａの請求とＣの請求との関係
　Ａの請求とＣの請求との関係についても、本判
決には問題点がある。まず、賃借権の対抗要件を
具備していないＡの独自の妨害排除請求権を否定
した点は、従来の判例（最二小判昭 28・12・18 民
集 7巻 12 号 1515 頁）及び改正民法 605 条の 4に
かんがみて適切といえよう。しかし、問題は、Ｃ
の所有権に基づく明渡請求権とＡの債権者代位権
の行使との関係である。債権者代位権に関して、
債権者がその行使を債務者に通知すれば債務者自
身の権利行使が制限されると解していた旧法上の

判例（大判昭 14・5・16 民集 18 巻 557 頁）とは異
なり、改正民法 423 条の 5 は、債権者代位権は
債務者自身がその権利を行使しない場合に認めら
れることを重視し、たとえ代位権の行使があって
もなお本来の権利者である債務者の権利行使は制
限されないとした。このことは、代位行使の対象
となる権利の管理処分権を暫定的に債権者に認め
るにすぎず、債務者がその権利を行使すれば、そ
の管理処分権を本来の権利者に専属させるという
ものであろう。だからこそ、本判決も、Ｃによる
参加を容認しつつ、Ａの当事者適格がなくなると
したのではないのか（本判決も引用する最一小判昭
28・12・14 民集 7巻 12 号 1386 頁参照）。
　そうだとすれば、本判決がＣに独立当事者参加
を認めず、その申立てを共同訴訟参加として容認
するという立場には内在的な矛盾がある。共同訴
訟参加は、係争物について共同で訴えを提起しう
る資格がある者に認められるべきであり、一方の
請求により他方の当事者適格がなくなる場合に相
応する制度ではない。むしろ、本件の場合には、
Ｃに専属的に訴えの当事者適格があるならば、こ
れを参加という形で受け入れる制度としては独立
当事者参加が適切である。
　本件でのＣの独立当事者参加は、訴訟の目的と
なる権利が自己に属する旨を主張する権利主張参
加に当たり（民事訴訟法 47 条 1 項後段）、権利主
張参加の要件としては、原告の請求と参加人の請
求との非両立性が要件とされてきた（兼子一『新
修民事訴訟法体系〔増補版〕』（酒井書店、1965 年）
414 頁）。確かに、本件では、原告と参加人の双
方が自らに土地の所有権が属するとは主張してお
らず、両立しえない所有権の帰属が問題になるわ
けではない。しかし、双方の請求は、所有権に基
づく明渡請求権の管理権限がそれぞれ自らに属す
ると主張する点では、やはり両立しえない。本件
では、Ｃの参加により当事者適格を失うＡの請求
が却下されるため、原告の訴訟脱退（民事訴訟法
48 条）は問題にならないが、だからといってＣ
の参加をその実体法的地位に合わない共同訴訟参
加とすべきではない。


